
本税条例の施行状況について 

１．これまでの課税及び収納状況 

    本税については、条例施行後 9 年が経過し、24 年度末時点で 169 件、29
億の課税を行ってきたところであるが、課税客体の把握から申告・納付に至

る一連の行為において、これまでのところ税の根幹に関わるような問題は生

じていないと認識している。 
しかし、収入未済（滞納）が現年で 13,000 千円、過年度で 14,500 千円、

合わせて２件発生しており、このことについては、今年度の監査委員による

定期監査においても「本税の徴収時期等の見直しを建築担当部局と検討する

よう」指摘されているところである。 
この収入未済については、現年 13,000 千円は分納誓約を取り付けており、

本年 10 月末の納付にて完納しているが、一方で過年度 14,500 千円について

は現在のところ納付の見込みがたっていない状況である。 
                              【別紙１参照】 

２．収入未済に至る経緯 

    【別紙２参照】 

３．問題点 

   本税条例上、着工後の建築主変更への対応が課題となる 

⇒ 本税は、集合住宅を建築する「建築主」に納税義務が生じる。ここで

いう「建築主」とは、基本的に建築基準法上の建築主のことであり、着

工時における建築主のことをいう。 
ここで問題となるのが、建築主が変更となった場合である。 
建築工事の途中、あるいは竣工後に建築主が変更となった場合には、

工事に着手した当初の建築主が納税義務者となる。 
よって、建築物が売買され、建築主が変更となった場合における滞納

処分については、当初の建築主に対するものに限定されることになり、

有効な手段である新建築主に対する登記上の差押処分ができないこと

となっている。 

４．今後の対応 

      本税は、狭小住戸の建築を抑制することが趣旨であるため、建築主が

資金計画の中で税負担の重さをより意識するであろうと思われる建築着

工時に課税するものであり、着工から２ヶ月以内を申告・納付期限とし

て定めている。 
税創設の 16 年度から 24 年度末までに 169 件の課税実績がある中、現

在収入未済は１件であるため、この１件のケースをもって課税時期等、

税の根幹となる部分を改正する予定はないが、今後の建築動向等を十分

に注視していく必要がある。 
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